
別紙１ 

 

リスク分担表 

 

リスク分担の基本的な考え方は次のとおりです。詳細は、協定締結時に定めます。 
 

項目 内 容 
リスク分担 

町 指定管理者 

応募書類に関する 

権利の帰属 

指定管理者が決定するまでの間  ○ 

指定管理者の決定後 ○  

選考されなかった団体  ○ 

応募 応募に関して必要となる経費  ○ 

議会の議決が得ら 

れなかった等、協 

定が締結できなか 

った場合 

応募に関して負担した費用及び生じた損害  ○ 

協定は締結したが 

協定を破棄せざる 

を得ない場合 
応募に関して負担した費用及び生じた損害  ○ 

債務不履行 
町が協定内容を不履行 ○  

指定管理者が業務及び協定内容を不履行  ○ 

運営費の上昇 

指定管理者側の要因による運営費用の増大  ○ 

町側の要因による運営費用の増大 ○  

施設の管理運営に関する法令等の改正による 

経費の増加 ○  

人件費、物品等の物価及び金利の変動に伴う 

経費の増加 
 ○ 

燃料等社会情勢による大きな物価の変動があ 

った場合の経費の増加 両者の協議 

書類の誤り 
仕様書等町が責任を持つ書類の誤りによるもの ○  

事業計画書等指定管理者が提案した内容の誤 

りによるもの 
 ○ 

住民対応 指定管理者が適切に管理運営すべき業務に関 

する苦情等 
 ○ 

情報の安全管理 指定管理者の責めに帰すべき事由による個人 

情報の漏洩や犯罪発生等 
 ○ 

要求水準の未達成 
協定により定めた管理運営サービスの要求水 

準不適合に伴う対策経費の増加や指定管理料 

の減額等 
 ○ 



 

需要変動・施設の 

競合 
需要の見込み違い、競合施設による利用者減、 

収入減 
 ○ 

施設・設備・物品 

等の損傷等 

経年劣化によるものできわめて小規模なもの  ○ 

経年劣化によるもので上記以外のもの ○  

指定管理者の管理上における瑕疵及び指定管 

理者の責めに帰すべき事由によるもの 
 ○ 

上記以外によるもの ○  

第三者の行為から生じた極めて小規模なもの 

で相手方が特定できないもの 
 ○ 

第三者の行為から生じた上記以外のもので相 

手方が特定できないもの ○  

相手方は特定できるが相手方に支払い能力が 

ない場合 両者の協議 

資料等の損傷 

指定管理者としての注意義務を怠ったものに 

よるもの 
 ○ 

第三者の行為から生じた極めて小規模なもの 

で相手方が特定できないもの 
 ○ 

第三者の行為から生じた上記以外のもので相 

手方が特定できないもの ○  

相手方は特定できるが相手方に支払い能力が 

ない場合 両者の協議 

管理運営上の事故 

等に伴う損害賠償 

施設管理上の瑕疵による事故又は指定管理者 

の責めに帰すべき行為により利用者に損害を 

与えた場合又は臨時休業に伴う損害 
 

○（町が求 

償権を 

行使） 

騒音、振動、悪臭の発生等施設の管理上にお 

いて周辺住民等第三者の生活環境を阻害し損 

害を与えた場合 
 

○（町が求 

償権を 

行使） 

町側の要因により、施設の管理運営業務の継 

続に支障が生じた場合又は業務内容の変更を 

余儀なくされた場合の経費及びその後の維持 

管理費における増加経費の負担 

○  

上記以外の場合 両者の協議 

事業終了時の費用 指定管理期間の満了又は期間途中における業 

務の廃止に伴う撤収費用 
 ○ 

不可抗力 自然災害（地震・台風など）、暴動等による業 

務の中止、変更、延期又は臨時休業 両者の協議 

 


